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株式会社かね・だ 

訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン ミリー 
 

≪訪問看護（介護保険・医療保険）≫ 
 

 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

 
当事業所は、ご利用者に対して訪問看護のサービスを提供いたします。 

事業所の運営に 関する規程の概要や提供するサービスの内容など、契約上ご注意 

いただきたい重要な事項について、次のとおり説明いたします。 
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この重要事項説明書は、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」（厚生労働省令第 37 号）

及び「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準」（厚生労働省令第 37 号）及び「愛知県指定居宅サービス等及び指定介護予

防サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例」（愛知県条例第 70条第１項、 第 1 1 5 条 の 2

第 1 項 ）に基づき、利用申込者又はその家族への重要事項の説明のために作成しています。 

重 要 事 項 説 明 書 



2  

１．事業所運営法人 

法 人 名 株式会社 かね・だ 

法 人 所 在 地 愛知県名古屋市名東区香流二丁目1117番地 

電 話 番 号 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 

０５２－７２０－３９３２ 

０５２－７２０－４８３５ 

代 表 者 氏 名 代表取締役 金田 和寛 

法人設立年月日 ２０１６年１２月２１日 

 
２．利用事業所 

事 業 所 の 種 類 指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護 

事 業 の 目 的 事業所が、要介護状態若しくは要支援状態等にある、又は病気や

けが等により家庭において継続して療養を受ける状態にあり、主

治医が必要と認めた利用者に適正な訪問看護若しくは介護予防訪 

問看護を提供することを目的とする。 

事 業 所 の 名 称 訪問看護ステーション ミリー 

事 業 所 所 在 地 愛知県安城市住吉町二丁目1番30号 

電 

Ｆ 

話 

Ａ 

 
Ｘ 

番 

番 

号 

号 

０５６６－７８－２４０１ 

０５６６－７８－２４０２ 

事業所の管理者 野上 郁美 

開 設 年 月 日 ２０２２年９月１日 

事 業 所 番 号 ２３６３１９０２３８ 

通 常 の 事 業 の 実 施 地 域 安城市 

営業日 月曜日～金曜日 （祝日を含む） 

8月13日～8月15日、１２月３０日～１月３日までは休み 

営業時間 午前８時３０分から午後１７時３０分まで 

電話等により、２４時間連絡対応が可能な体制をとっています。 

事業所の運営方針  

指定訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要介護者の心身の特性を

踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在

宅療養が継続できるように支援する。 

指定介護予防訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要支援者が可能な

限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとと

もに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指

すものとする。 

事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図

り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 
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３．事業所の従業者の員数、職種及び業務内容 （２０２５年５月１日現在） 

 

 

管理者 

1名 

常勤 

管理者は、事業所の従業者の管理、訪問看護及び介護予防訪

問看護の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握

その他の管理を一元的に行います。また、事業所の従業者に 

事業所の運営に必要な指揮命令を行います。 

 

訪問看護師等 
３名 

常勤 ０名 

非常勤３名 

訪問看護師等は、訪問看護計画書、介護予防訪問看護計画書

の作成及び報告書、その他の諸記録等を作成し、訪問看護及 

び介護予防訪問看護の提供にあたります。 

 

理学療法士 
1名 

常勤１名 

非常勤０名 

理学療法士は、看護師と連携して訪問看護計画書、介護予防

訪問看護計画書の作成及び報告書、その他の諸記録等を作成

し、リハビリテーションの提供にあたります。 

 

事務員 

１名 

常勤０名 

非常勤１名 

介護給付費等の請求事務及び通信連絡等を行います。 

 

 
４．サービスの内容 

事業所は、医師の指示に基づき、個別に訪問看護計画を作成し、サービスを実施、記録し、 

月ごとに医師への報告を行います。 

 
 

サービス

内容 

⚫ 病状・障害の観察 ⚫ ターミナルケア 

⚫ 清拭・洗髪等による清潔の保持 ⚫ 認知症患者の看護 

⚫ 食事および排泄等日常生活の世話 ⚫ 療養生活や介護方法の指導 

⚫ 床ずれの予防・処置 ⚫ カテーテル等の管理 

⚫ リハビリテーション ⚫ その他の医師の指示による医療処置 

⚫ 入浴 

事業所及び従業員のサービスの提供にあたっての留意事項 

事業所は、要介護状態及び要支援状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、療養上の目標 

を設定し、計画的にサービスを行います。 

サービスの提供に当たっては、主治医との密接な連携に努め、訪問看護指示内容、訪問看 

護計画書に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう適切に行います。 

サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを基本とし、利用者又はその家族に対 

し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行います。 

サービスの提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及び環境等の的確な把握に 

努め、利用者若しくは家族に適切な指導を行います。 

サービスの提供に当たっては、適切な看護技術をもって行うとともに、特殊な看護につい 

ては行いません。 
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５．利用料金 

訪問看護にかかる費用について 

介護保険または医療保険による訪問看護を利用される場合には、主治医の先生から『訪問看護指

示書』を出していただかなければなりません。訪問看護を利用された際には、診療報酬によって

定められている費用のお支払が必要になります。 

 

【介護保険】 

 

＜保険単位と基本利用料＞ 地域区分単価 １単位＝１０.４２円（６級地）  

＊負担額の計算方法・・・報酬単位 × 地域区分単価（10.42） ＝ A（小数点以下切り捨て） 

A × 0.9（1 割負担の場合 ）＝ B（負担割合が 2 割の方は 0.8、3 割の方は 0.7 をかけて下さい） 

A –  B ＝利用者負担額 

 

 
《要介護》 1 割または所得によって 2 割、3 割の負担となります。 

 

 
時間内 

8時30分～

17時30分 

費用額 

(10割) 

利用者負担額 

1割 2割 3割 

訪問看護Ⅰ1（20 分未満） 314 単位 3,271 円 328 円 655 円 982 円 

訪問看護Ⅰ2（30 分未満） 471 単位 4,907 円 491 円 982 円 1,473 円 

訪問看護Ⅰ3（30 分以上 60 分未

満） 

823 単位 8,575 円 858 円 1,715 円 2,573 円 

訪問看護Ⅰ4（60 分以上 90 分未

満） 

1,128 単位 11,753 円 1,176 円 2,351 円 3,526 円 

※訪問看護Ⅰ5（1 回 20 分） 294 単位 3,063 円 307 円 613 円 919 円 

  

《要支援》 1 割または所得によって 2 割、3 割の負担となります。 
 

 
時間内 

8時30分～

17時30分 

費用額 

(10割) 

利用者負担額 

1割 2割 3割 

訪問看護Ⅰ1（20 分未満） 303 単位 3,157 円 316 円 632 円 948 円 

訪問看護Ⅰ2（30 分未満） 451 単位 4,699 円 470 円 940 円 1,410 円 

訪問看護Ⅰ3（30 分以上 60 分未

満） 

794 単位 8,273 円 828 円 1,655 円 2,482 円 

訪問看護Ⅰ4（60 分以上 90 分未

満） 

1,090 単位 11,357 円 1,136 円 2,272 円 3,408 円 

※訪問看護Ⅰ5（1 回 20 分） 284 単位 2,959 円 296 円 592 円 888 円 

※理学療法士による訪問 
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〇夜間(17：30～22：00)または早朝(6：00～8：30)の訪問の場合  上記単位数の25%増 

○深夜(22：00～ 6：00)の訪問の場合 上記単位数の50%増 

<利用者のご希望により契約された場合は下記の単位が加算されます> 

 

 

＜加算内容＞ 
 

 
１回/月 

 

費用額 

(10割) 

利用者負担額 

1割 2

割 

3割 

緊急時訪問看護加算 (Ⅰ) 600 単位 6,252 円 626 円 1,251 円 1,876 円 

(Ⅱ) 574 単位 5,981 円 599 円 1,197 円 1,795 円 

特別管理加算 (Ⅰ) 500 単位 5,210 円 521 円 1,042 円 1,563 円 

(Ⅱ) 250 単位 2,605 円 261 円 521 円 782 円 

専門管理加算 250 単位  2,605 円 261 円 521 円 782 円 

看護・介護職員連携強化加算 250 単位 2,605 円 261 円 521 円 782 円 

口腔連携強化加算 50 単位 521 円 53 円 105 円 157 円 

 

 

＜加算内容＞ 
 

 
１回につき 

費用額 

(10割) 

利用者負担額 

1割 2割 3割 

 

サービス提供体制強化加算 
(Ⅰ)  6 単位 62 円 7 円 13 円 19 円 

(Ⅱ)  3 単位 31 円 4 円 7 円 10 円 

ターミナルケア加算 2,500 単位 26,050 円 2,605 円 5,210 円 7,815 円 

複数名訪問加算 

（30 分未満） 

(Ⅰ) 254 単位 2,646 円 265 円 530 円 794 円 

(Ⅱ) 201 単位 2,094 円 210 円 419 円 629 円 

複数名訪問加算 

（30 分以上） 

(Ⅰ) 402 単位 4,188 円 419 円 838 円 1,257 円 

(Ⅱ) 317 単位 3,303 円 331 円 661 円 991 円 

長時間訪問看護加算 
 

（所要時間の通算が 1 時間 30 分を超えた場合） 

        

300 単位 

    

3,126 円 

 

313 円 

 

626 円 

 

938 円 

退院時共同指導加算 600 単位 6,252 円 626 円 1,251 円 1,876 円 

遠隔死亡診断補助加算 150 単位 1,563 円 157 円 313 円 469 円 

初回加算 (Ⅰ) 350 単位 3,647 円 365 円 730 円 1,095 円 

(Ⅱ) 300 単位 3,126 円 313 円 626 円 938 円 
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当訪問看護ステーションでは、介護保険での訪問看護の際、保険外の料金として、交通費・超過料金・休日

料金の規定を設けております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

死後の処置料 １０，０００円（税込み） 

自費利用について 当事業所は、自費サービスの利用が可能です。保険内では利用でき

ない内容のサービスをご検討の際は、ご相談ください。尚、通院時

の待ち時間等も自費の対応とさせて頂きます。 

 

交通費 

通常の事業の実施地域（事業所から20km）を越える場合は、下記の交通

費をいただきます。 

１kmあたり２００円＋消費税（片道１km以上）往復後の端数は、四捨五入

して計算 ＊生活保護の場合は扶助されます。 

利用者の都合により２時間を 

超えるサービスを提供した場合 

 

３０分毎 ８００円 

営業日以外の訪問看護料 

（休日料金） 

月に3回までは追加料金なし 

月に３回を超える場合は１回毎に２０００円 

その他日常生活上必要な物品 ご実費 

サービス提供記録の複写物の

料金 

サービスの実施記録の複写物をご希望される場合、下記の料金 

（実費相当額）をお支払いいただきます。 

サービス記録の複写物 １枚につき１０円＋消費税 

 

 

料金支払いに係る手数料 

利用料金をお支払いいただく際の手数料については、利用者にご負担い

ただきます。 

銀行口座預金振替・・・・・１５０円＋消費税 

（請求金額により異なります。） 

 



7 

 

 

 

【医療保険】 

 
※訪問看護は週３日を限度としていますが厚生労働大臣が定める疾病等（別表７）と特別管理加算 

（別表８）の対象者、特別訪問看護指示書の指示期間では週４日以上の算定となります。 

 

 

 

 

＜訪問看護基本療養費Ⅰ＞ ご自宅への訪問看護 

訪問看護を実施する職種 基本額  

保健師、助産師、看護師 

による場合 

１日につき ５,５５０円 週 1～3 日まで１日につき５,５５０円 

週 4 日～ １日につき６,５５０円 

理学療法士、作業療法士又は言語

聴覚士 

による場合 

１日につき ５,５５０円  

准看護師による場合 １日につき ５,０５０円 １日につき ５,０５０円 

緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門

ケア及び人工膀胱ケアに係る専 

門の研修を受けた看護師の場合 

１日につき１２,８５０円 月１回 

（他の訪問看護事業所と同一日に共同し 

て行う訪問看護） 

厚生労働大臣が定める疾病等「別表第７」 

末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変

性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患（進行性核上性

麻痺、大脳皮質基底核変性症）、パーキンソン病（ホーエン・ヤールの重症度分類がステー

ジ３以上であって、生活機能障害度がⅡ度またはⅢ度のものに限る）、多系統萎縮症（線条

体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群）、プリオン病、亜急性

硬化性全脳炎、後天性免疫不全症候群、頚髄損傷、人工呼吸器を使用している状態、ライソゾ

ーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発

神経炎など 

厚生労働大臣が定める者「別表第８」 

ａ：悪性腫瘍指導管理、気管切開、気管カニューレ、ドレーンチューブ、留置カテーテル、

胃瘻チューブ管理、腹膜透析、輸液用ポートにより継続的に行っている点滴 等 

ｂ：在宅血液透析、在宅酸素、自己導尿、人工呼吸器、持続陽圧呼吸器、自己疼痛管理中

心静脈栄養、経管栄養、人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者、真皮を越

える褥瘡の状態にある者、在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者 
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＜訪問看護基本療養費Ⅱ＞ 住居系の施設等への訪問看護 

訪問看護を実施する職種 同一日の同 

一住居訪問 

基本額  

保健師、助産師、看護師 利用者さま 

２名まで 

１日につき ５,５５０円 週 1～3 日まで１日につき５,５５０円 

週 4 日～ １日につき６,５５０円 

利用者さま 

３名以上 

１日につき ２,７８０円 週 1～3 日まで１日につき２,７８０円 

週 4 日～ １日につき３,２８０円 

准看護師 利用者さま 

２名まで 

１日につき ５,０５０円 週 1～3 日まで１日につき５,０５０円 

週 4 日～ １日につき６,０５０円 

利用者さま 

３名以上 

１日につき ２,５３０円 週 1～3 日まで１日につき２,５３０円 

週 4 日～ １日につき３,０３０円 

理学療法士、作業療法士又は言語

聴覚士 

利用者さま 

２名まで 

１日につき ５,５５０円  

利用者さま 

３名以上 

１日につき ２,７８０円  

緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門及び人工膀胱 

ケアに係る専門の研修を受けた看護師の場合 

１日につき１２,８５０円 月１回（他の訪問看護事業所と同一日 

に共同して行う訪問看護） 

 

＜訪問看護基本療養費Ⅲ＞ 在宅療養に備えて一時的に外泊をしている者で別表７・８ 

その他外泊に当たり訪問看護が必要と認められる者に対して訪問看護指示書及び訪問看護

計画に基づき入院中 1 回算定します。別表７、８は２回に限り算定します。 

 

 
 

＜訪問看護管理療養費＞ 

訪問看護計画書・報告書を主治医に提出し、計画的な管理を継続して行います。また当ステーショ

ンは安全管理体制を整備しています。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入院中 1 回につき ８，５００円 

訪問看護療養費   （初日） 

訪問看護管理療養費１（２日以降） 

訪問看護管理療養費２（２日以降） 

 

７，６７０円 
１日につき ３，０００円 
１日につき ２，５００円 
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＜訪問看護情報提供療養費＞ 

市町村等の実施する保健福祉サービスとの連携を強化し、総合的な在宅療養を推進するために行い

ます。 

 

 

 

 

※１ 厚生労働大臣が定める疾病等の利用者のうち、当該市町村等からの求めに応じて情報を提供

した場合（別表７、８） 

※２ 厚生労働大臣が定める疾病等の利用者のうち、当該義務教育諸学校に、入学時、転学時等に

より初めて在籍することとなる利用者について、当該義務教育諸学校からの求めに応じて情報を提

供した場合（別表７、８の１５歳未満の小児） 

※３ 保険医療機関、介護老人保健施設又は介護医療院に入院し、又は入所する利用者に

ついて情報を提供した場合 

 
＜訪問看護ターミナルケア療養費＞   

「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関 するガイドライン」等の内容を踏まえ、

本人の意思決定を基本に関係者と連携の上で対応します。ターミナルケアを行い、主治医の指示に

より死亡日及び死亡日前１４日以内の計１５日間に２回以上訪問看護を実施した場合に算定します。 

 

 

 

 

１については、在宅、特別養護老人ホーム等で死亡した場合算定します。 

２については、特別養護老人ホーム等で死亡した場合、看取り介護加算等を算定している利用者に

対して算定します。 

 

 
【２】 各種加算にかかわる費用 

 
＜難病等複数回訪問加算＞ 

(１)「厚生労働大臣が定める疾病等（別表７・８）」による訪問看護利用、「特別訪問看護指示書」

が交付された利用者には１日に２回又は３回以上の訪問看護を必要とする場合に算定します。 

訪問看護情報提供療養費１※１ １，５００円/月 1 回

訪問看護情報提供療養費２※２ １，５００円/月 1 回

訪問看護情報提供療養費３※３ １，５００円/月 1 回 

訪問看護情報提供療養費 

１ 訪問看護ターミナルケア療養費１ 

２ 訪問看護ターミナルケア療養費２ 

円 

円 

円  

円  
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＜複数名訪問看護加算＞ 

・特掲診療料の施設基準等別表第７・８に掲げる疾病等の者 

・特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者 

・暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる者 

・利用者の身体的理由により一人の看護師等による訪問看護が困難と認められる者（看護補助者に

限る） 

 

 

＜２４時間対応体制加算＞ 

電話等で常時対応でき、必要時に緊急時訪問看護を行う体制があります。 

 

＜緊急時訪問看護加算＞ 

診療所または在宅療養支援診療所等の主治医・連携先の医療機関の医師の指示で緊急の訪問を行っ

たときに算定します。 

 

 

 

＜特別管理加算＞   カテーテルがついているなど、医療管理の高い方に算定します。 

看護職員と保健師・助産師・看護師・理学療法士・作業療 

法士又は言語聴覚士と同時に訪問看護を行う場合 

４，５００円/週１日 

看護職員が他の准看護師と同時に訪問看護を行う場合 ３，８００円/週１日 

看護職員が看護補助者と同時に訪問看護を行う場合（別に 

厚生労働大臣が定める場合除く） 

３，０００円/週３日 

看護職員が看護補助者と同時に指定訪問看護を行う場合 

（厚生労働大臣が定める場合に限る） 

1 日に１回の場合 

1 日に２回の場合 

1 日に３回以上場合 

 

 
３，０００円 

６，０００円 

１０,０００円 

月１４日目まで（１日１回）                        ２,６５０円 

月１５日目以降（１日１回）                        ２,０００円 

（イ） ２４時間体制における看護業務の負担軽減の取組を行っている場合 (月１回) ６，８００円 

（ロ）イ以外の場合 (月１回)                       ６,５２０円 

月１回 重症度により算定 ａ ５，０００円 

ｂ ２，５００円 
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＜長時間訪問看護加算＞ 

人工呼吸器を使用、特別訪問看護指示期間、特別管理加算を算定している利用者で、９０分を超え

る訪問のときに算定します。 

 

 

 

 
 

 

 

＜乳幼児加算＞ 

６歳未満の乳幼児に対して指定訪問看護を実施した場合に算定します。 

 

＜夜間・早朝、深夜加算＞ 

利用者の求めに応じて、当該時刻に訪問看護を行った場合に算定します。 

 

＜退院時共同指導加算＞ 

保険医療機関又は介護老人保健施設若しくは介護医療院、退院・退所に当たり、医師及び

看護師等が共同して在宅療養生活の指導を行ったときに算定します。 

 

 

 

 

＜特別管理指導加算＞ 

厚生労働大臣が定める疾病、特別管理加算の対象者が退院後、特別な管理が必要な場合退院時共同

指導を行った時に算定します。 

 

 

 

＜専門管理加算＞ 

イ：緩和ケア、褥瘡ケア、人工肛門ケア・人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師、又はロ：特定行為 

（訪問看護において専門の管理を必要とする行為）研修を修了した看護師が指定訪問看護の実施に関する計画 

的な管理を行った場合には、イ又はロのいずれかを算定します。 
 

 

 

 

 

月1回                                    ２，５００円 

特別管理加算の対象者 

特別訪問看護指示書による訪問看護 

１５歳未満の超重症児又は準超重症児 

５，２００円/週１日 

５，２００円/週１日 

５，２００円/週３日 

１５歳未満の小児であって、特掲診療科の施設基準等別表第八に掲げる者 

初日の指定訪問看護実施時に１回 

＊厚生労働大臣が定める疾病等と、特別管理加算の対象者は２回算定 

８，０００円 

初日の指定訪問看護実施時に ２，０００円 

１日につき １，３００円 

（厚生労働大臣が定める者に該当する場合） １日につき           １，８００円 

深夜（午後１０時から翌６時まで） 深夜訪問看護加算 : ４，２００円 

夜間（午後１７時３０分から午後２２時まで） 

早朝（午前６時から午前８時３０分まで） 

夜間・早朝訪問看護加算：２，１００円 
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＜訪問看護医療DX情報活用加算＞ 

電子資格確認により、利用者の診療情報を取得等した上で指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った 

場合に算定します。 

月１回                                       ５０円 

 

＜遠隔死亡診断補助加算＞ 

情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、情報通信機器を用いて医師の死亡診断  

の補助を行った場合に訪問看護ターミナル療養費に加算します。 

１回                                      １５００円 

 

＜訪問看護ベースアップ評価料（Ⅰ）＞ 

主として医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制にある場合には、区分番号０２の１を算定している利用者 

１人につき訪問看護ベースアップ評価料として算定します。 

月１回                                      ７８０円 

 

＜訪問看護ベースアップ評価料（Ⅱ）＞ 

訪問看護ベースアップ評価料（Ⅰ）を算定する利用者１人につきベースアップ評価料計算支援ツール（訪問看護） 

に基づき区分に従って算定します。 
 

 

  

＜退院支援指導加算＞ 

厚生労働大臣が定める疾病、特別管理加算の対象者や、退院日の訪問看護が必要であると認められ

た方に対し、退院日に看護師等が療養上の指導を行ったときに算定します。 

 

 

＜在宅患者連携指導加算＞ 

医療機関又は薬局と文章等により情報共有し、療養上必要な指導を行った場合に算定します。 

 

＜在宅患者緊急時等カンファレンス加算＞ 

状態の急変時に伴い、医師の求めにより自宅で介護支援専門員と共同でカンファレンスに参加し、

療養上必要な指導を行なった場合に算定します。 

 

 

 

訪問看護ベースアップ評価料（Ⅱ）１   月１回                 １０円 

訪問看護ベースアップ評価料（Ⅱ）２   月１回                 ２０円 

（略） 

訪問看護ベースアップ評価料（Ⅱ）１０  月１回                １００円 

訪問看護ベースアップ評価料（Ⅱ）１１  月１回                １５０円 

（略） 

訪問看護ベースアップ評価料（Ⅱ）１８  月１回                ５００円 

月２回まで ２，０００円 

退院日の翌日以降初日の指定訪問看護実施時に ６，０００円 

月１回 ３，０００円 
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＜看護・介護職員連携強化加算＞ 

訪問看護ステーションの看護職員が喀痰吸引等の業務を行う介護職員等に対し、医師の指示の下支

援・連携した場合に算定します。 

 

 

 

＜精神科訪問看護基本療養費Ⅰ＞ご自宅への精神訪問看護 

精神科訪問看護を実施する職種  週３日まで 週４日以降 

保健師、看護師、作業療法士 ３０分以上 ５,５５０円 ６,５５０円 

３０分未満 ４,２５０円 ５,１００円 

准看護師 ３０分以上 ５,０５０円 ６,０５０円 

３０分未満 ３,８７０円 ４,７２０円 

 

＜精神科訪問看護基本療養費Ⅲ＞住居系の施設等への精神訪問看護 

精神科訪問看護を実施する職種   週３日まで 週４日以降 

保健師、看護師、作業療法士 利用者さま２名まで ３０分以上 ５,５５０円 ６,５５０円 

３０分未満 ４,２５０円 ５,１００円 

利用者さま３名以上 ３０分以上 ２,７８０円 ３,２８０円 

３０分未満 ２,１３０円 ２,５５０円 

准看護師 利用者さま２名まで ３０分以上 ５,０５０円 ６,０５０円 

３０分未満 ３,８７０円 ４,７２０円 

利用者さま３名以上 ３０分以上 ２,５３０円 ３,０３０円 

３０分未満 １,９４０円 ２,３６０円 

精神訪問看護基本療養費（Ⅳ）                外泊時の訪問

看護 

※入院中１回（別表７，８の利用者は２回）まで算定可 

８,５００円 

 

＜精神科緊急訪問看護加算＞ 

診療所または在宅療養支援診療所等の主治医・連携先の医療機関の医師の指示で緊急の訪問を行っ

たときに算定します。 

 

 

 

＜長時間精神科訪問看護加算＞ 

人工呼吸器を使用、特別訪問看護指示期間、特別管理加算を算定している利用者で、９０分を超え

る訪問のときに算定します。 

 

 

 

 

 

 

 

月１回 ２，５００円 

特別管理加算の対象者                      ５,２００円/週１日 

（精神科）特別訪問看護指示書による訪問看護             ５,２００円/週１日 

厚生労働大臣が定める者                     ５,２００円/週３日 

月１４日目まで（１日１回）                         ２,６５０円 

月１５日目以降（１日１回）                        ２,０００円 
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＜複数名精神科訪問看護加算＞ 

・精神科訪問看護指示書の複数名訪問の必要性の欄に「あり」と「理由」の記載を受けている者。 

・利用者様又は家族の同意を得ていること 

保健師又は看護師と同時に訪問看護を行う職種 利用者様２名まで 利用者様３名まで 

保健師、看護師、作業療法士 １回/日 ４,５００円 ４,０００円 

２回/日 ９,０００円 ８,１００円 

３回以上/日 １４,５００円 １３,０００円 

准看護師 １回/日 ３,８００円 ３,４００円 

２回/日 ７,６００円 ６,８００円 

３回以上/日 １２,４００円 １１,２００円 

看護補助者、精神保健福祉士 １回/日 ３,０００円 ２,７００円 

 

＜夜間・早朝、深夜加算（精神科訪問看護＞ 

利用者の求めに応じて、当該時刻に訪問看護を行った場合に算定します。 

 

＜精神科複数回訪問加算＞ 

・精神科在宅患者支援管理料を算定している者で主治医が複数回訪問看護の必要を認めた者。 

１日に２回訪問した場合 利用者様２名まで ４,５００円 ４,０００円 

１日に３回以上訪問した場合 利用者様３名以上 ８,０００円 ７,２００円 

 

＜精神科重症患者支援管理連携加算＞ 

・１年以上の入院歴があり、措置入院又は緊急措置入院を経て退院した者であって退院後支援計画に関する 

 計画に基づく支援機関にある者又は入退院を繰り返す者。 

・統合失調症、統合失調症型障害もしくは妄想障害、気分（感情）障害または重度認知症の状態で、退院時 

 または算定時におけるGAF尺度による判定が４０以下の者。 

精神科在宅患者支援管理料２のイを算定する利用者 ８,４００円/月（ただし、６月間） 

精神科在宅患者支援管理料２のロを算定する利用者 ５,８００円/月（ただし、６月間） 

 

 

 

 

 

 

 

 深夜訪問看護加算 : ４，２００円 
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【３】 その他の利用料 

当訪問看護ステーションでは、医療保険での訪問看護の際、保険外の料金として、交通費・超過料金・休日

料金の規定を設けております。 

死後の処置料 １０，０００円（税込み） 

自費利用について 当事業所は、自費サービスの利用が可能です。保険内では利用でき

ない内容のサービスをご検討の際は、ご相談ください。尚、通院時

の待ち時間等も自費の対応とさせて頂きます。 

 

交通費 

通常の事業の実施地域（事業所から20km）を越える場合は、下記の交

通費をいただきます。 

１kmあたり２００円＋消費税（片道１km以上）往復後の端数は、四捨五入

して計算 ＊生活保護の場合は扶助されます。 

利用者の都合により２時間を 

超えるサービスを提供した場合 

 

３０分毎 ８００円 

営業日以外の訪問看護料 

（休日料金） 

月に3回までは追加料金なし 

月に３回を超える場合は１回毎に２０００円 

その他日常生活上必要な物品 ご実費 

サービス提供記録の複写物の

料金 

サービスの実施記録の複写物をご希望される場合、下記の料金 

（実費相当額）をお支払いいただきます。 

サービス記録の複写物 １枚につき１０円＋消費税 

 

 

料金支払いに係る手数料 

利用料金をお支払いいただく際の手数料については、利用者にご負担

いただきます。 

銀行口座預金振替・・・・・１５０円＋消費税 

（請求金額により異なります。） 
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【４】  利用にともなう自己負担について 

ご利用者様にお支払いただきます自己負担額については、加入されている保険の種類、また各種医

療助成制度の対象がどうか世帯所得などで異なります。公的保険証を確認させていただき、ご説明

いたします。 

保険種別 負担割合 自己負担限度額（外来） 

国保高齢者受給者 １割、２割、３割 高額療養費の適用になる場合があり

自己負担限度額区分の負担額になり

ます 
後期高齢者医療保険 原則１割、現役並み

の所有者は３割 

重度心身障害者医療助成制度  月３，０００円上限 

特定医療費（指定難病）助成制

度利用対象者 

受給者証に記載された負担上限月額の範囲内 

生活保護世帯 自己負担金はありません 

上記以外の保険の方（国保・健保）

本人・健保家族等 

３割  

 
６．料金のお支払いについて 

料金及び 

ご請求 

料金及びその他の費用は、１ヶ月ごとに計算し翌月に請求書を送付いたし

ます。 

 

 

 

 

 

 
 

お支払方法 

銀行口座からの預金口座振替(法人の介護サービスを利用の方のみ) 

ご指定の金融機関からの自動口座振替にてお願いいたします。 

振替日は２６日（振替日が土日祝日の場合は前営業日）です。 

口座振替に係る手数料（１５０円＋消費税）は利用者にご負担 

いただきます。 

同社の振替手数料（150 円＋消費税）が当事業所（法人）の 

請求金額（利用料金）に上乗せされ、引き落としされます。 

 

また、残高不足等の理由により口座振替ができなかった場合には現金

徴収させていただきますので、ご了承ください。 

 

事業所（法人）は請求金額と振替手数料の領収書を翌月の請求書発送

時に合わせて送付いたしますので、保管をお願いいたします。 
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７．サービスの利用に関する留意事項 

 

 
サービスの

中止・変更 

⚫ やむを得ず予定のサービスの中止若しくは変更を希望される場合

は、できるだけ前日までに事業所までご連絡ください。なお、当事

業所はキャンセル料（取消料）をいただきません。 

※前日までにご連絡がなかった場合 当該基本料金の５０％キャンセル料

を頂きます。 

⚫ 土曜日、祝日は体制上緊急連絡を受けた場合訪問時間の調整を行い 

訪問させていただきます。訪問時間の変更時は電話にてご連絡いた

します。 

 
事業所への

連絡、報告 

サービスを提供するに当たって必要な情報（利用者の能力や健康状態

及び使用中のお薬、その他緊急時の連絡先など）は事業所に正しくお

伝えください。また、健康状態などの変化があった場合なども事業所 

にご連絡ください。 

訪問看護師

について 

事業所は、サービスの提供時に担当の訪問看護師を決定しますが、実

際のサービス提供に当たっては、複数の訪問看護師が交替してサービ 

スを提供します。 

 

 

 

 
訪問看護師の

交替について 

⚫ 利用者からの交替の申し出 

選任された訪問看護師の交替を希望する場合には、当該訪問看護師

が業務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明ら

かにして、事業所に対し、訪問看護師の交替を申し出ることができま

す。但し、利用者から特定の訪問看護師の指名はできません。 

⚫ 事業所からの訪問看護師の交替 

事業所の都合により、訪問看護師を交替する場合があります。 

ただし、この場合事業所は、利用者若しくはご家族に対し、 

サービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮します。 

 

 
８ 虐待防止について 

  事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置 

  を講じます。 

（１）虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者 管理者： 野上 郁美 

（２）成年後見制度の利用を支援します。 

（３）苦情解決体制を整備しています。 

（４）従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。 

（５）介護相談員を受け入れます。 

（６）サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護す 

   る者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町 

   村に通報します。 
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９．契約の終了について 

 

 

 

 

 

 

 

 
契約の更新

及び終了 

当事業所との契約は次に該当し、かつ主治医から訪問看護が必要である

と認められた利用者。 

(１) ４０歳までの医療保険加入者 

(２) ４０歳以上６５歳未満の１６特定疾病以外の者 

(３)  ４０歳以上６５歳未満の１６特定疾病及び６５歳以上の方で、

要介護・要支援に該当しない方 

(４) 要支援・要介護者のうち、 

① 末期の悪性腫瘍等厚生労働大臣が定める疾病等 ②精神科訪問看

護の利用期間にある方③急性憎悪期等の方（特別指示期間） 

ただし以下の場合には当事業所との契約は終了するものとします。 

⚫ 利用者が死亡した場合 

⚫ 利用者が介護保険施設へ入所した場合。また、医療機関等への入院

で退院できない、若しくは長期に亘り退院が見込まれない場合。 

⚫ 要介護認定で該当された方 

⚫ その他利用者が相当期間以上にわたり、当事業所の提供するサービ

スの利用が困難となった場合 
 ⚫ 下記Ａにより、利用者から契約の解除の申し出があった場合 

⚫ 下記Ｂにより、事業所から契約の解除の申し出があった場合 

 

 

 

 
Ａ 

利用者からの 

契約解除の 

申し出 

利用者は、契約の有効期間であっても契約の解除を申し出ることができ

ます。この場合は契約解除を希望する１４日前までに事業所に申し出て

ください。 

ただし、以下の場合には利用者は即時に契約を解除・解約できます。 

⚫ 事業所が正当な理由なく、健康保険法に定めるサービスを提供しな

い場合 

⚫ 事業所及び従業者が、下記１６に定める守秘義務に違反した場合 

⚫ 事業所及び従業者が、利用者の身体、財産、信用等を傷付けるなど

の不信行為により、その後の契約を継続しがたい事情があった場合 

⚫ 上記の他、契約の継続が困難となるような重大な事態が発生した場 

合 
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Ｂ 

事業所からの 

契約解除の 

申し出 

以下の場合に事業所は、利用者との契約を解除する場合があります。た

だし、この場合事業所は利用者又は家族に対しその旨の説明を行いま

す。 

⚫ 利用者又は家族が、サービスの利用に関する指示等に従わないこと

などにより、要介護状態を悪化させたと認められる場合 

⚫ 利用者又は家族が、サービス提供にあたって必要な情報について、

報告しない又は虚偽の報告をするなど適切なサービス提供が困難で

あると認められる場合 

⚫ 利用者又は家族等が他の利用者の生命、身体及び財産を傷付けるな

ど、その後の契約を継続しがたい事情があった場合 

⚫ 利用者が上記５のサービスの利用料金を３ヶ月以上滞納し、事業者

が催促したにもかかわらず３０日以内に支払わなかった場合 

⚫ 利用者又は家族等が、他の利用者、家族等若しくは事業所又は従業

者に対する、暴力、暴言、威嚇（口頭によるものも含む）、セクシャ

ルハラスメント、パワーハラスメント、モラルハラスメント、及び

それらと相応又は同等の行為により、適切なサービス提供の継続が

困難であると判断できる場合 

⚫ 利用者又は家族等と事業所との信頼関係に支障をきたし、その回復 

が困難で、適切なサービスの提供を継続できないと判断できる場合 
 

 

 

１０．身分を証する書類の携行 

身分証の携行 
事業所の従業者は身分を証する書類を携行し、初回訪問時又は利用者若 

しくはその家族から求められたときは、いつでもこれを提示します。 

 
１１．居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等 

利益収受の

禁止 

事業所は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して 

特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その

他の財産上の利益の供与はしません。 
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１２．身元引受人 

 
身元引受人 

契約にあたっては、契約終了後の残置物の引き取り及び利用料金等の滞

納があった場合に備えて、一切の残置物の引き取り及び債務の保証人と 

して、身元引受人を定めていただきます。 
 契約終了時に利用者の私物等（残置物）で引き取りをいただくものがあ 
 った場合には、事業所は利用者又は身元引受人にその旨を連絡いたしま 

身元引受人

の義務 

す。身元引受人は、契約終了により事業所から連絡があった際には、連 

絡後２週間以内に残置物をお引き取り下さい。なお、引き取り、引き渡

し又は処分等にかかる費用は利用者又は身元引受人にご負担いただき 
 ます。また身元引受人には、利用料等の債務の保証人として下記の連帯 
 保証人となっていただきます。 

 

 
１３．連帯保証人 

 

 

 

連帯保証人 

連帯保証人の方には、この契約から生じる利用者の債務について、限度

額５０万円の範囲内で連帯してご負担いただきます。その額は、利用者

又は連帯保証人が亡くなったときに確定し、生じた債務について、ご負

担いただく場合があります。 

連帯保証人から請求があった場合には、当事業所は、連帯保証人の方に

利用料等の支払い状況、滞納金の額、損害賠償の額等、利用者の全ての 

債務の額等に関する情報を提供します。 

 

 
１４．緊急時・事故発生時の対応について 

 

 
緊急時・事故発

生時の対応 

サービス提供時に利用者の体調が急変した場合や緊急を要する場合、事

故が発生した場合には、速やかに市町村、家族や緊急連絡先（または契

約書記載の保証人）等に連絡するとともに、主治医への連絡を行う若し

くは受診するなど必要な措置を講じます。 

本重要事項説明書の最終ページに、上記の緊急連絡先及び主治医につい 

て記載をお願いしておりますので、正確にご記載ください。 

記録と 

再発防止策 

事業所は、事故の発生状況及び事故に際して採った処置について記録し 

ます。また、事故の原因を解明し再発を防止するための対策を講じます。 

損害賠償 
事業所はサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、利用 

者に対し速やかに損害賠償を行います。 

 

 
１５．損害賠償について 

 

 
損害賠償 

事業所の責任により利用者に損害が生じた場合には、事業所は速やかに

その損害を賠償します。ただし、損害の発生について、利用者に故意又

は過失が認められた場合には、利用者の置かれた心身の状況等を斟酌し

て減額するのが相当と認められた場合には、事業所の損害賠償責任を減 

じさせていただきます。 
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保険加入先 

事業所（法人）は、事故等により利用者に損害を生じさせてしまった場

合に備え、下記の保険に加入しております。保険会社には必要時に利用

者、家族の個人情報を提供する場合がありますので、ご承知置きくださ

い。 

加入保険 

・超ビジネス保険（事業活動包括保険） 

（保険会社：東京海上日動 株式会社） 

・看護師特別約款保険 

（保険会社：東京海上日動火災保険株式会社） 
 

 
 

１６．サービス提供の記録について 

 

 
記録の整備と開

示及び交付 

事業所は、利用者に対し提供したサービスの内容及びその他必要な記録

を整備します。利用者は、必要に応じてその記録の閲覧及び複写物の交

付を受けることができます。 

交付を希望される方は事業所管理者までお問い合わせください。なお、

複写物の交付については、別途料金がかかります。 

（１枚１０円＋消費税） 

 

 
１７．個人情報の取り扱いについて 

個人情報の 

取り扱い 

当法人及び事業所は「個人情報の保護に関する法律」及び介護保険法、 

関連諸法令に基づき、個人情報を適正に取り扱いします。 

従業員に

対する契約 

当法人、事業所の従業者は、雇用期間中及び退職後も、正当な理由なく 

業務上知り得た利用者または家族の秘密及び個人情報を漏らさないこ

とを雇用契約時に誓約しています。 

個人情報使用の

同意について 

個人情報の取り扱いについては、別に定める「個人情報使用に係る同意 

書」及び「ホームページ及び広報誌等への写真の使用に係る同意書」に

おいて、同意を得ることとします。 

個人情報 

取扱責任者 

訪問看護ステーション ミリー 

管理者 野上 郁美 電話：０５６６－７８－２４０１ 

 

 
１８．提供するサービスの質の評価及び第三者評価の実施状況 

自己評価 

（質の評価）の

取り組み 

当事業所では、自己評価の実施など、サービスの質の向上のための取り

組みを行っています。 

 実施の有無 なし 

第三者評価 実施した直近の年月日 なし 

の実施状況 実施した評価機関の名称 なし 
 評価結果の開示状況  なし 
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１９．相談・苦情の受付及び対応について 

 
 

事業所の 

苦情相談受付 

窓口 

当事業所は、利用者及び家族からの苦情に適切に対応するため、苦情受

付窓口、受付担当者を設置しています。 

受付窓口：訪問看護ステーション ミリー

担当者： 管理者 野上  郁美  

受付時間：平日８時３０分から１７時３０分 

電話番号：０５６６－７８－２４０１ 

苦情等の処理に

あたって 

苦情の処理にあたっては、法人の苦情処理の手順及び別掲１の「苦情処

理の手順と解決のために講ずる具体的措置」に基づき必要な対応を行い 

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部の 

苦情相談窓口 

上記以外にも以下の公的な苦情相談窓口があります。 

愛知県福祉局高齢福祉課 

電話：０５２－９５４－６２８５ ＦＡＸ：０５２－９５４－６９１９ 

愛知県国民健康保険団体連合会 介護福祉室内・苦情係 

電話：０５２－９７１－４１６５ ＦＡＸ：０５２－９６２－８８７０ 

安城市役所 福祉部高齢福祉課・福祉係  

電話：０５６６－７１－２２２３ ＦＡＸ：０５６６－７６－１１１２ 

岡崎市役所 長寿課・地域支援係 

電話：０５６４－２３－６１４７ ＦＡＸ：０５６４－２３－６５２０ 

刈谷市役所 長寿課・高齢福祉係 

電話：０５６６－６２－１０６３ ＦＡＸ：０５６６－２４－２４６６ 

豊田市役所 高齢福祉課 

電話：０５６５－３４－６９８４ ＦＡＸ：０５６５－３４－６７９３ 
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別掲１  
訪問看護ステーション ミリー 

「苦情処理の手順と解決のために講ずる具体的措置」 
 
 

苦情処理の手順と解決のために講ずる具体的措置 
 

 

苦情発生 苦情相談受付担当者 
 

 

 

 

事業所管理者への集中 
 

 

 

 

事実確認 

関係者への必要な

ヒアリングの実施 

 

 

 

 

事業所内での事例検討

関係者会議 

対応経過の報告と解決に向けた方針決定 

愛知県及び市町村

国保連合会 

地域包括支援センター 
 

 

 

 

法人の管理運営会議

事例検討 

 

 

 
 

方針の実行 

本人・家族への説明 

 

 

 
 

苦情内容及び対応の記録 

解 決             再発防止策 
 

 

 

株式会社かね・だ 
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訪問看護 利用同意書 

 
この内容の証明のために本書２通を作成し、事業所、利用者（若しくは代理人）が記名捺印のうえ、双方１通を保有します。 

 
訪問看護の開始にあたり、利用者に対し本書面に基づき重要な事項を説明し、交付しました。 

 

（住 所）愛知県安城市住吉町二丁目1番30号 

（事業所）訪問看護ステーション ミリー 

事業所管理者： 野上 郁美  

重要事項説明者：  

 

訪問看護の契約にあたり、事業者から重要事項説明書の内容について説明を受け、理解したうえ

で同意、交付を受けました。 

 
令和  年 月 日 

 

 
 

氏 名  電 話  
 

利用者 
 

住 所 
 

 

該当する項目を☑し下記に記載してください。（□代筆者 ・□代理人 ・□身元引受人及び連帯保証人）

氏 名  電 話  

住 所 
 
 

利用者との関係（続柄など）  

 

≪緊急時・事故発生時の連絡先≫ 

 
医療機関等 

名称 

 
住所 TEL 

家族等の 

緊急時の連絡先 

氏名 続柄 

 
住所 TEL 

 


